
１.�対象 村内の５名以上の団体等。
２.�時間 原則として平⽇の午前９時から午後５時まで。
    ��１回あたりおおむね１時間半以内とします。
３.�会場 原則村内の施設で、申込団体が⼿配してください。
４.�費⽤負担
 講師に係る費⽤は村負担
（会場使⽤料などは団体等の負担となります。）
５.�申込⽅法
 希望⽇の30⽇前までに、申込書より下記あてお申込みください。
 ※今年度は１団体１回に限ります。
 ※申込状況によりお断りする場合があります。
６.�問合せ・申込先
 〒966-0485 北塩原村⼤字北⼭字姥ヶ作3151番地
 北塩原村役場保健福祉課福祉係
 電話：0241-23-3113 Fax：0241-25-7358
 ★QRコードからの申込フォームはこちら→
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＼伝わるって楽しい！／


